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(57)【要約】
【課題】取り出し口の形状が異なる包装体であっても、
主要部品の共用化が可能であって、しかもより薄くスマ
ートな包装体ケースが望まれている。
【解決手段】本発明による包装体ケースは、包装体に形
成された取り出し口から衛生用紙を取り出すための第１
の開口を有するケース本体と、第１の開口を囲むように
ケース本体の表面に一体的に重ね合わされる蓋フレーム
と、第１の開口に対応して蓋フレームに形成された開口
部を開閉するための開閉蓋と、包装体の取り出し口から
引き出された衛生用紙を保持し得る絞り開口を有し、ケ
ース本体の内面に一体的に重ね合わされる絞り板と、絞
り板と蓋フレームとでケース本体の第１の開口の周囲を
挟み込んだ状態でこれらを連結するための連結手段とを
具える。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数枚の衛生用紙を内包する包装体が収容され、この包装体に形成された取り出し口か
ら前記衛生用紙を取り出すための第１の開口を有するケース本体と、
　このケース本体の第１の開口に対応した開口部を有し、前記第１の開口を囲むように当
該ケース本体の表面に一体的に重ね合わされる枠状をなす蓋フレームと、
　この蓋フレームに連結されて前記開口部を開閉するための開閉蓋と、
　前記蓋フレームの開口部よりも小さく、かつ前記包装体の取り出し口から引き出された
衛生用紙を保持し得る絞り開口を有し、前記ケース本体の内面に一体的に重ね合わされる
絞り板と、
　この絞り板と前記蓋フレームとで前記ケース本体の第１の開口の周囲を挟み込んだ状態
でこれらを連結するための連結手段と
　を具えたことを特徴とする包装体ケース。
【請求項２】
　前記連結手段は、前記蓋フレームに突設された複数本の連結ピンと、前記第１の開口の
周囲の前記ケース本体に形成されてこれら連結ピンが貫通する複数の貫通穴と、前記絞り
板に形成されて前記連結ピンが嵌着される複数の連結穴とを含むことを特徴とする請求項
１に記載の包装体ケース。
【請求項３】
　前記絞り板の連結穴に対して前記蓋フレームの連結ピンが圧入状態で連結されることを
特徴とする請求項２に記載の包装体ケース。
【請求項４】
　前記絞り板は、前記絞り開口に連通する切欠き部と、この切欠き部および前記絞り開口
とで画成される弾性変形部とをさらに有することを特徴とする請求項１から請求項３の何
れかに記載の包装体ケース。
【請求項５】
　前記包装体の取り出し口は第１の方向に沿って細長く、前記第１の方向に沿った前記絞
り板の絞り開口の寸法は、前記包装体の前記第１の方向に沿った取り出し口の寸法よりも
小さく、かつ前記第１の方向に対して直交する方向に沿った前記絞り板の絞り開口の寸法
は、前記第１の方向に対して直交する方向に沿った前記取り出し口の寸法よりも大きく設
定されていることを特徴とする請求項１から請求項４の何れかに記載の包装体ケース。
【請求項６】
　前記ケース本体は、前記包装体を交換するための第２の開口と、この第２の開口を開閉
する開閉手段とをさらに有することを特徴とする請求項１から請求項５の何れかに記載の
包装体ケース。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、多数枚の衛生用紙を内包する包装体を覆ってこれを収容する包装体ケースに
関する。
【背景技術】
【０００２】
　ティシュペーパーやキッチンタオルなどの衛生用紙のうち、特に乾燥を嫌うウェットテ
ィシュにおいては、密封性の高い包装を行う必要がある。また、このようなウェットティ
シュを多数枚内包する包装体においては、その使用上の便宜性などの要求から、収納容器
や携帯用のケースに収容した状態で用いられることが多い。このような携帯用のケースが
特許文献１や特許文献２にて提案されている。これらの収納ケースは、包装体を収納する
ケース本体と、ケース本体からウェットティシュパック内のウェットティシュを取り出す
ための開口と、この開口を開閉するための蓋部材とを基本的に具えている。
【先行技術文献】
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【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開平９－２５４７号公報
【特許文献２】特開２００５－３２９９５３号公報
【特許文献３】特許３５１１２３５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　特許文献１や特許文献２に開示された従来の収納ケースにおいては、１枚のウェットテ
ィシュを取り出した後に続く次のウェットティシュの先端部がウェットティシュパック内
に引き戻されてしまうことがある。このため、後続するウェットティシュの先端部を保持
するための絞り開口を持つ補助部材をケース本体の開口に取り付けたものが特許文献３に
て提案されている。
【０００５】
　しかしながら、特許文献３に開示された収納ケースの場合、補助部材を蓋部材側に一体
的に設けているため、補助部材の厚みの分だけ蓋部材がケース本体の表面からさらに突出
することとなり、収納ケースの厚みが増大してスマートさに欠けるものとなっている。ま
た、収納ケースに収納されるウェットティシュの取り出し口の形状が異なる場合、これに
対応した絞り開口を持つ補助部材を一体的に形成した新たな蓋部材を用意する必要があり
、部品の共用化が困難で部品単価の増大を招いてしまう。
【０００６】
　本発明の目的は、取り出し口の形状などが異なる複数種の包装体に対しても部品の兼用
を最大限に可能とする包装体ケースを提供することにある。また、厚みがより薄いスマー
トな包装体ケースを提供することも本発明の目的に含まれる。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明による包装体ケースは、複数枚の衛生用紙を内包する包装体が収容され、この包
装体に形成された取り出し口から前記衛生用紙を取り出すための第１の開口を有するケー
ス本体と、このケース本体の第１の開口に対応した開口部を有し、前記第１の開口を囲む
ように当該ケース本体の表面に一体的に重ね合わされる枠状をなす蓋フレームと、この蓋
フレームに連結されて前記開口部を開閉するための開閉蓋と、前記蓋フレームの開口部よ
りも小さく、かつ前記包装体の取り出し口から引き出された衛生用紙を保持し得る絞り開
口を有し、前記ケース本体の内面に一体的に重ね合わされる絞り板と、この絞り板と前記
蓋フレームとで前記ケース本体の第１の開口の周囲を挟み込んだ状態でこれらを連結する
ための連結手段とを具えたことを特徴とするものである。
【０００８】
　本発明においては、開閉蓋を開き、蓋フレームの開口部，ケース本体の第１の開口，絞
り板の絞り開口を介して包装体の取り出し口から衛生用紙を引き出す。引き出された衛生
用紙に続く次の衛生用紙の先端部は、絞り板の絞り開口によって保持された状態となる。
この状態のまま、蓋フレームの開口部を開閉蓋によって閉止することにより、絞り板の絞
り開口によって保持された衛生用紙の先端部が密閉状態に保たれる。
【０００９】
　本発明による包装体ケースにおいて、連結手段は、蓋フレームに突設された複数本の連
結ピンと、第１の開口の周囲のケース本体に形成されてこれら連結ピンが貫通する複数の
貫通穴と、絞り板に形成されて連結ピンが嵌着される複数の連結穴とを含むものであって
よい。この場合、絞り板の連結穴に対して蓋フレームの連結ピンを圧入状態で連結するこ
とが好ましい。
【００１０】
　絞り板が絞り開口に連通する切欠き部と、この切欠き部および絞り開口とで画成される
弾性変形部とをさらに有することができる。
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【００１１】
　包装体の取り出し口が第１の方向に沿って細長く、第１の方向に沿った絞り板の絞り開
口の寸法が包装体の第１の方向に沿った取り出し口の寸法よりも小さく、かつ第１の方向
に対して直交する方向に沿った絞り板の絞り開口の寸法が第１の方向に対して直交する方
向に沿った取り出し口の寸法よりも大きく設定されていることが有効である。
【００１２】
　蓋フレームの開口部を包装体の取り出し口よりも大きく設定することができる。
【００１３】
　ケース本体は、包装体を交換するための第２の開口と、この第２の開口を開閉するジッ
パーなどの開閉手段とをさらに有することができる。
【００１４】
　表面に樹脂をコーティングした布帛などの如き可撓性を有する材料にてケース本体を形
成することができる。
【発明の効果】
【００１５】
　本発明によると、包装体の取り出し口から引き出された衛生用紙を保持し得る絞り開口
を有する絞り板をケース本体の内面に一体的に重ね合わせたので、ケース本体の表面から
開閉蓋までの高さを従来のものよりも低くすることができる。この結果、包装体ケースの
厚みを薄くスマートにすることができる。また、包装体の取り出し口の形状に応じた絞り
開口を持つ絞り板を交換するだけで、異なる包装体に対しても同一のケース本体や蓋フレ
ームなどをそのまま流用させることができ、部品の単価を下げることが可能となる。
【００１６】
　蓋フレームに突設された連結ピンと、ケース本体に形成されて連結ピンが貫通する貫通
穴と、絞り板に形成されて連結ピンが嵌着される連結穴とを連結手段が含む場合、蓋フレ
ームと絞り板との間にカバー本体を挟んだ状態で一体的に連結することができる。特に、
絞り板の連結穴に対して蓋フレームの連結ピンを圧入状態で連結する場合、接着剤などを
使用せずともこれらを確実に一体的に連結することができる。
【００１７】
　絞り開口に連通する切欠き部と、この切欠き部および絞り開口とで画成される弾性変形
部とを絞り板がさらに有する場合、強い力で衛生用紙を引き上げても、弾性変形部が弾性
変形して衛生用紙の破れを防ぐことができる。
【００１８】
　第１の方向に沿った絞り開口を同じ方向に沿って細長い包装体の取り出し口の寸法より
も小さく、第１の方向と直交する方向に沿った絞り開口をこれと同じ方向に沿った取り出
し口の寸法よりも大きく設定した場合、包装体に内包された衛生用紙をより確実に１枚ず
つ引き出すことができる。
【００１９】
　ケース本体が包装体を交換するための第２の開口と、この第２の開口を開閉するジッパ
ーなどの開閉手段とをさらに有する場合、包装体の交換を容易かつ迅速に行うことができ
る。
【図面の簡単な説明】
【００２０】
【図１】本発明による包装体ケースをウェットティシュケースに応用した一実施形態の外
観を表す立体投影図である。
【図２】図１に示した実施形態において用いられるウェットティシュパックの外観を表す
立体投影図である。
【図３】図１に示した実施形態におけるウェットティシュケースの縦断面図である。
【図４】図１に示した実施形態における開閉蓋を開いた状態の蓋ユニットの平面図である
。
【図５】蓋ユニットおよび絞り板の外観を分解状態で表す立体投影図である。
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【図６】本発明において用いられる絞り板の他の実施形態の外観を表す平面図である。
【発明を実施するための形態】
【００２１】
　本発明による包装体ケースをウェットティシュケースに応用した実施形態について、図
１～図６を参照しながら詳細に説明する。なお、本発明はこのような実施形態のみに限ら
ず、ウェットティシュ以外の衛生用紙を内包した包装体に対しても応用することが可能で
ある。
【００２２】
　本発明による包装体ケースとしてのウェットティシュケースの外観を図１に示し、本発
明による包装体としてのウェットティシュパックの外観を図２に示す。
【００２３】
　本実施形態におけるウェットティシュケース１０に収容されるウェットティシュパック
１は、衛生用紙として複数枚の矩形のウェットティシュ２を順に折り重ね合わせて密封状
態で内包する。このウェットティシュパック１の上面１ａには、ここに内包された一番上
に位置するウェットティシュ２を取り出すための細長い取り出し口３が形成されている。
取り出し口３は、ウェットティシュパック１の上面１ａに一端部が接合された可撓性を有
する開閉用シート４によって開閉可能に覆われている。この開閉用シート４の外周縁部に
は、ウェットティシュパック１の上面１ａに対して剥離可能に接合される図示しない粘着
層が形成され、取り出し口３の周囲を取り囲むようになっている。従って、ウェットティ
シュパック１の取り出し口３は開閉用シート４の粘着層によってシール状態で覆われ、内
包されたウェットティシュ２の乾燥を抑制することができる。このウェットティシュパッ
ク１をウェットティシュケース１０に収容する場合、開閉用シート４をウェットティシュ
パック１の上面１ａから取り除いておくようにしてもよい。
【００２４】
　なお、包装体の形態として上述したウェットティシュパック１以外の周知の構成のもの
を適宜採用することが可能である。
【００２５】
　本実施形態においるウェットティシュケース１０の断面構造を図３に示し、その蓋ユニ
ットの平面形状を図４に示し、蓋ユニットおよび絞り板の外観を分解状態で図５に示す。
【００２６】
　ウェットティシュパック１を覆ってこれを収容するための本実施形態におけるウェット
ティシュケース１０は、ケース本体１１と、蓋ユニット１２と、絞り板１３と、連結手段
１４とを具えている。
【００２７】
　本実施形態におけるケース本体１１は、布帛に樹脂をコーティングしてなる高耐水性（
気密性）かつ可撓性を持つ樹脂コート布によって形成されているが、これに限定されない
。このケース本体１１は、ウェットティシュパック１の輪郭形状に対応した細長い袋状を
なし、先のウェットティシュパック１が収容される。ケース本体１１の上面１１ａには、
ウェットティシュパック１に形成された取り出し口３からウェットティシュ２を取り出す
ための第１の開口１１ｂが形成されている。また、ケース本体１１の側面部分には、ウェ
ットティシュパック１を交換するための第２の開口１１ｃがケース本体１１の長手方向に
沿って形成されている。この第２の開口１１ｃは、好ましくは防水性を持たせたジッパー
などの開閉手段１５によって開閉可能となっており、開閉手段１５は、第２の開口１１ｃ
を閉止した状態において、耐水性（気密性）を有していることが好ましい。本実施形態に
おけるケース本体１１の長手方向一端側には手提げ部１６が取り付けられている。
【００２８】
　蓋ユニット１２は、蓋フレーム１７とこの蓋フレーム１７に対して一体的に成形される
開閉蓋１８とを具えている。枠状をなす蓋フレーム１７の表面１７ａには、ケース本体１
１の第１の開口１１ｂに対応した開口部１９ａを画成する環状のリブ部１９が突設されて
いる。また、蓋フレーム１７の裏面１７ｂは、リブ部１９が第１の開口１１ｂを囲むよう
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に、ケース本体１１の上面１１ａに対して一体的に重ね合わされる。なお、この蓋フレー
ム１７の裏面１７ｂとケース本体１１の上面１１ａとの間には、第１の開口１１ｂを囲む
ように図示しないシール剤が塗布されている。蓋フレーム１７の開口部１９ａは、ウェッ
トティシュパック１の取り出し口３よりも大きく、横に細長い楕円状に設定されている。
蓋フレーム１７の開口部１９ａを開閉するための開閉蓋１８は、肉薄のセルフヒンジ部１
２ａにより蓋フレーム１７に対して回動可能に連結されている。この開閉蓋１８の内側面
１８ａには、開閉蓋１８を閉じた場合に蓋フレーム１７のリブ部１９に対して緊密に嵌合
する環状のリブ部２０が突設されている。蓋フレーム１７に対する開閉蓋１８の閉止状態
を維持するため、蓋フレーム１７のリブ部１９の一部には係止凹部１９ｂが形成され、こ
の係止凹部１９ｂに対して弾性変形可能に係止し得る係止爪部２０ａが開閉蓋１８のリブ
部２０の一部に設けられている。また、開閉蓋１８にはこれを開閉するための手掛かりと
なる摘みレバー部２１が設けられている。
【００２９】
　絞り板１３は、蓋フレーム１７の開口部１９ａよりも小さく、かつウェットティシュパ
ック１の取り出し口３から引き出されたウェットティシュ２を保持し得る絞り開口１３ａ
を有し、ケース本体１１の内面１１ｄに一体的に重ね合わされる。図示のように、横長の
取り出し口３に対し、絞り開口１３ａは縦長に設定されている。より具体的には、ウェッ
トティシュパック１の取り出し口３は、ウェットティシュパック１の長手方向と平行な第
１の方向（図４中、左右方向）に沿って細長く設定されている。この第１の方向に沿った
絞り板１３の絞り開口１３ａの寸法は、ウェットティシュパック１の第１の方向に沿った
取り出し口３の寸法よりも小さく設定されている。しかも、第１の方向に対して直交する
方向（図４中、上下方向）に沿った絞り板１３の絞り開口１３ａの寸法は、第１の方向に
対して直交する方向に沿った取り出し口３の寸法よりも大きく設定されている。本実施形
態における絞り板１３は、一対の第１の切欠き部１３ｂと、一対の第２の切欠き部１３ｃ
と、弾性変形部１３ｄとをさらに有する。第１の切欠き部１３ｂは、縦長の絞り開口１３
ａに沿って前記第１の方向と直交する方向に延在し、第２の切欠き部１３ｃは、第１の切
欠き部１３ｂと絞り開口１３ａとに連通する。弾性変形部１３ｄは、これら第１および第
２の切欠き部１３ｂ，１３ｃと絞り開口１３ａとによって画成される。
【００３０】
　連結手段１４は、絞り板１３と蓋フレーム１７とでケース本体１１の第１の開口１１ｂ
の周囲を挟み込んだ状態でこれらを連結するためのものである。本実施形態における連結
手段１４は、複数本の連結ピン１４ａと、複数の貫通穴１４ｂと、複数の連結穴１４ｃと
を含む。連結ピン１４ａは蓋フレーム１７の裏面に突設され、これら連結ピン１４ａが貫
通する複数の貫通穴１４ｂは第１の開口１１ｂの周囲のケース本体１１に形成され、連結
ピン１４ａが嵌着される連結穴１４ｃは、絞り板１３に形成されている。本実施形態にお
いては、蓋フレーム１７の連結ピン１４ａが絞り板１３の連結穴１４ｃに対して圧入状態
で連結される。
【００３１】
　このように、絞り板１３と蓋フレーム１７との間にケース本体１１を挟み込む構成を採
用しているので、ケース本体１１からの蓋ユニット１２の突出量をケース本体１１の厚み
分だけ薄くすることができる。この結果、ウェットティシュケース１０を従来のものより
もスマートにすることが可能である。
【００３２】
　このウェットティシュケース１０の使用に際しては、開閉手段１５を操作してケース本
体１１の第２の開口１１ｃを開き、ウェットティシュパック１をケース本体１１内に収容
した後、開閉手段１５を操作してケース本体１１の第２の開口１１ｃを閉じる。この場合
、あらかじめ開閉用シート４をウェットティシュパック１の上面１ａから取り除いておく
ようにしてもよい。この状態にてウェットティシュケース１０を持ち運ぶことができる。
【００３３】
　ウェットティシュ２をウェットティシュケース１０から取り出す場合、摘みレバー部２
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１を操作し、係止凹部１９ｂに対する係止爪部２０ａの係合状態を解除して開閉蓋１８を
開く。次に、絞り板１３の絞り開口１３ａからウェットティシュパック１の取り出し口３
に指を差し込み、一番上に位置するウェットティシュ２を摘み出す。この時、後続するウ
ェットティシュ２の先端部が絞り開口１３ａに保持された状態となり、次回以降における
ウェットティシュ２の取り出しを容易に行うことができる。使用後は、開閉蓋１８を蓋フ
レーム１７側に押し下げ、係止凹部１９ｂに対して係止爪部２０ａを係合させる。これに
より、蓋フレーム１７の開口部１９ａが開閉蓋１８によって気密状態に保たれ、ウェット
ティシュ２の乾燥が抑制される。
【００３４】
　本実施形態から明らかなように、蓋ユニット１２の蓋フレーム１７と絞り板１３とは別
部品として構成される。従って、本発明においては包装体の大きさやその取り出し口の形
状に応じて先の実施形態で用いた蓋ユニット１２および絞り板１３の何れか一方を交換す
るだけで、他方の部品をそのまま流用できる可能性がある。
【００３５】
　このような本発明による絞り板１３の他の実施形態の平面形状を図６に示すが、先の実
施形態と同一機能の要素にはこれと同一符号を記すに止め、重複する説明を省略する。す
なわち、本実施形態における包装体の取り出し口３は、二点鎖線で示すように、先の実施
形態よりもさらに細長く設定されたものである。これに対応する本実施形態における絞り
板１３の絞り開口１３ａは、蓋フレーム１７の開口部１９ａよりも小さく、ほぼ円形の輪
郭を有する。しかしながら、本実施形態においても、第１の方向（図６中、左右方向）に
沿った絞り板１３の絞り開口１３ａの寸法は、図示しない包装体の第１の方向に沿った取
り出し口３の寸法よりも小さく設定されている。また、第１の方向に対して直交する方向
（図６中、上下方向）に沿った絞り板１３の絞り開口１３ａの寸法は、第１の方向に対し
て直交する方向に沿った取り出し口３の寸法よりも大きく設定されている。
【００３６】
　本実施形態においても、蓋ユニット１２の蓋フレーム１７の連結ピン１４ａに包装体の
取り出し口３に最適な絞り開口１３ａを持つ絞り板１３を連結することにより、蓋ユニッ
ト１２などを流用することが可能となり、部品単価の上昇を抑制することができる。
【００３７】
　なお、本発明はその特許請求の範囲に記載された事項のみから解釈されるべきものであ
り、上述した実施形態においても、本発明の概念に包含されるあらゆる変更や修正が記載
した事項以外に可能である。つまり、上述した実施形態におけるすべての事項は、本発明
を限定するためのものではなく、本発明とは直接的に関係のないあらゆる構成を含め、そ
の用途や目的などに応じて任意に変更し得るものである。
【符号の説明】
【００３８】
　１　ウェットティシュパック
　１ａ　ウェットティシュパックの上面
　２　ウェットティシュ
　３　取り出し口
　４　開閉用シート
　１０　ウェットティシュケース
　１１　ケース本体
　１１ａ　ケース本体の上面
　１１ｂ　第１の開口
　１１ｃ　第２の開口
　１１ｄ　ケース本体の内面
　１２　蓋ユニット
　１２ａ　セルフヒンジ部
　１３　絞り板



(8) JP 2013-107657 A 2013.6.6

10

20

　１３ａ　絞り開口
　１３ｂ　第１の切欠き部
　１３ｃ　第２の切欠き部
　１３ｄ　弾性変形部
　１４　連結手段
　１４ａ　連結ピン
　１４ｂ　貫通穴
　１４ｃ　連結穴
　１５　開閉手段
　１６　手提げ部
　１７　蓋フレーム
　１７ａ　蓋フレームの表面
　１７ｂ　蓋フレームの裏面
　１８　開閉蓋
　１８ａ　開閉蓋の内側面
　１９　リブ部
　１９ａ　開口部
　１９ｂ　係止凹部
　２０　リブ部
　２０ａ　係止爪部
　２１　摘みレバー部

【図１】 【図２】
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